
自賠責共済（保険）への加入は、法律（自動車損害賠償保障法）によって義務づけられており、自賠責共済（保険）に
加入していない車両は運行できません。もし、加入しないで自動車・バイクを運行すると法律により罰せられます。

●車検対象自動車については、車検満了日の1ヵ月前から、お申し込みいただけます。
●車検のないバイクの場合は、標識交付証明書、軽自動車届出済証等、車台番号のわかる書類をお持ちください。

全労済の組合員の方が加入いただけます。組合員になるには出資金が必要です。

●加入について

●共済金請求方法について

被害者に損害賠償金を支払ったと
き、その支払額の範囲内で共済金
請求ができます。

最寄りの全労済窓口に、共済掛金を添えてお申し込みください。その際、
契約される車両の車検証、自賠責保険（共済）証明書をお持ちください。

加害者請求 
加害自動車の加入している保険会
社（共済）に対して、直接損害賠償
額の支払いを請求できます。

被害者請求 

自動車損害賠償責任共済

ご契約車両を運転中に、他人にけがをさせたり、死亡させたりした場合に共済金を支払います。●お支払いできる事故
●お支払いの内容

（注1）この支払内容は平成14年4月1日以降発生の事故について適用します。

（注2）次のような場合には共済金を減額してお支払いする場合があります。 1.被害者に重大な過失があるとき 2.受傷と死亡との間および受傷と後遺障害との間の因果関係の認否が困難なとき

お支払限度額 お支払いする主な内容 

傷害による損害 被害者1人につき最高120万円 

死亡による損害 被害者1人につき最高3,000万円 

後遺障害による損害 障害の程度（14等級あります）により被害者1人につき最高3,000万円※ 
※神経系統などに著しい障害を残して常時介護が必要な場合は最高4,000万円 

傷
害
の
場
合 

死
亡
の
場
合 死亡するまでの傷害による損害 被害者1人につき最高120万円 

治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 

葬儀費、逸失利益、慰謝料（本人および遺族） 

（傷害による損害の場合と同じ） 

逸失利益、慰謝料等 

自動車総合補償共済 

あわせてのご加入をおすすめします。 

と 
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全労済は、営利を目的としない保障の生協と

して共済事業を営み、組合員の皆さまの安心 

とゆとりある暮らしをめざしています。すでに組

合員は全国で1,390万人。出資金をお支払い

いただいて各都道府県生協の組合員に 

なれば、各種共済をご利用いただけます。 

全労済は全国で環境保全活動に 
取り組んでいます。 

Zenrosai 
Environmental 
Management 
System
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相
手

方への賠償

相
手

方への賠償ご

自身
の補償

ご

自身
の補償 お

車の補償

お

車の補償

※本土離島、沖縄、沖縄離島の掛金および2008年3月31日以前の掛金については全労済にお問い合わせください。
※（ ）内の掛金は、新車登録時の共済掛金です。
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新しく組合員になられる方へ（出資金について）

¶�Ñ�A�x	«
…
\�Æ�ž�‰
Ê�ù�O�t�‹�q�n�V�z 
‡�æ�b�p�ž�A�Ä�À�›�æ�‰
\�Æ� �‰
Ê�ù�w�È�ù�q�p�b�{
\�Æ� �‰
Ê�ù�x�z 
Ê�ù�»�w�€�C�t�‘�“�á�æ� �̂•�o�S�“�z 	Z�¿�Ú�›�S�§
÷�M�M�h�i�Z�•�y�r�s�h�p�‹�N�“
Î�]
\� �w
Ê�ù�»�t�s�”�\�q�U�p�V�z �¤	��ž�A�t�C�Ö�p�V
�‡�b�{	ý�̀�X
Ê�ù�»�q �s�’�•�”�M�t�x�z 
\�Æ� �‰
Ê�ù�á�æ�w�h�Š�t	Z�¿ �¢���
���������Ž	Í�£ �›�S�&�M�̀�o�M�‡�b �¢	Z�¿�Ú�x���± ���������p�z �7�ÿ���±�Ž	Í�w	Z�¿�U
ž�A�p�b�£ �{	Z�¿�Ú�x�z �C�Ö� �̂•�”�ž�A�w�»�Ú
÷���M�O�t� �a�o�<�G�w	��“�{�M�q� �̂d�o�M�h�i�V�‡�b�{�s
�S�z �b�‚�o�w�]���ÿ�›�r�ÿ�̂ �•�h	Ô�ù�z �‡�h�x���ÿ�U�æ�®�q�s�“�z �®�—�›�æ�l�h	Ô�ù�s�p�z �¾�V���V�Ä�À�›�]�b�;�̂ �•�s�M	Ô�ù�t�x�z ���•�T�t�7�/�“�w
¶�Ñ�A�•�]�È�W�›�M�h�i�V�z 
Ê�ù�»	Z�¿�Ú�&�í
e�{�w	����V�›�æ�l �o�X�i�̂ �M�{�‡�h�z ���å�Ž	Í�Ä�À�›�b�;� �̂•
�c�z 	E	t�!�Ë�w	����V�›�M�h�i�M�o�M�s�M	Ô�ù�t�x�z �d�@�w�'���U�K�l�h�‹�w�q� �̂s �̀ �z �d�@�w	����V�›� �̂d�o�M�h�i�X	Ô�ù�U�K�“�‡�b�w�p�]�«�™�X �i�̂ �M�{
�»�Ú�w
÷���M�O �• �D
÷�M�~�å 
÷�M�w	Ô�ù�q�‹�t	Z�¿�Ú���
�������� �¢���s�w�ˆ�£

���������å���D


M�S�~��


